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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本電機工業会（JEMA）及

び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出が

あり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。これによって，

JIS C 9910:2011 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Q 62430：2022 
 (IEC 62430：2019) 

環境配慮設計－原則，要求事項及び手引 

Environmentally conscious design-Principles, requirements and guidance 

 
序文 

この規格は，2019 年に第 2 版として発行された IEC 62430 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

IEC 62430 は，IEC/TC 111（電気・電子製品及びシステムに関する環境標準），及び ISO/TC 207（環境

マネジメント）が作成し，ダブルロゴ規格として発行されている。この第 2 版は，2009 年に発行された第

1 版を廃止して，それに置き換わるものである。この版は，旧版に対する次の重要な技術的変更を含んで

いる。 

a) 適用範囲は，電気・電子製品及びシステムから，サービスを含む全ての製品に拡張された。 

b) 適用範囲が拡張された結果，要求事項の改訂に電気・電子製品及びシステム以外の製品，特にサービ

スが考慮に入れられた。 

c) 手引として箇条 6 が追加された。 

この規格の主たる目的は，組織が，環境配慮設計をどのようにしてその設計及び開発に組み込むことが

可能であるかに関する要求事項を規定し，手引を示すことである。この規格は，製品規格ではないことか

ら，個々の製品又は一連の製品グループに適用される固有の要求事項については，規定していない。 

この規格の対象は，（物理的な）物品，サービス及びそれらの二つの組合せであり，それらを全て“製品”

と称する。 

環境配慮設計は，単独で行われるものではなく，組織内での設計及び開発の一部として位置付けられる。 

この規格は，マネジメントシステム規格ではないが，この規格の環境配慮設計に関する要求事項は，例

えば，JIS Q 14001 及び JIS Q 9001 への適合を支援するために規定され，組織の既存のマネジメントシス

テムに組み込むことが可能である。 

注記 JIS Q 14001 は，組織の業務マネジメントを環境に与える影響と結び付けるものであるが，設計及

び開発に関連するプロセスの要求事項を規定していない。したがって，JIS Q 14001 は，環境配慮

設計を製品の設計及び開発に組み込む方法を規定していないことから，この規格は，JIS Q 14001

の環境マネジメントシステムを構築済みの組織が追加的にそれを補うものとして利用可能である。

なお，ISO 14006 は，環境配慮設計を環境マネジメントシステムに組み込む方法の手引を示して

いるが，製品の設計及び開発の中で環境配慮設計を実施する方法は規定していない。 

あらゆる製品には環境影響があり，それらは製品のライフサイクルの全ての段階で発生する。影響は，

軽微なものから重大なもの，短期的又は長期的なもの，及び地方，国，地域又はグローバルレベル（又は


